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国家戦略特区版エンジェル税制を適用 

するための手続きを整理しました。 

国家戦略特区版 
エンジェル税制 

確認申請の手引き 
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 地方創生推進事務局 

〈ご注意〉 

※ 当冊子はエンジェル税制の内容を説明しているものではありません。 

※ 当冊子は認定投資事業有限責任組合・証券会社経由の手続きについては 

説明しておりませんのでご了承ください。 

※ 以下の法令について略称を用いています。 

  国家戦略特別区域法＝法、同法施行規則＝規則 
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１．エンジェル税制申請から確定申告までの流れ 

 

 

 

実施会社 

 

投資家 

 

内閣府 

１ 事業実施計画の提出（規則３） 

→必要書類 Ｐ９ 
提出 ― 確認 

２ 指定会社の申請・指定（規則 15） 

→必要書類 Ｐ９ 
申請 ― 

指定書 

の交付 

３ 特定株式投資契約の締結 契約の締結 契約の締結  

４ 株式投資契約の締結状況（※払

込前）の報告（規則 17①②③） 

→必要書類 Ｐ10 

報告 ― 
認定証 

の交付 

５ 認定書交付証明書の交付（規則

17⑤） 
交付 受領  

６ 投資（個人からの払込） 株式の発行 払込 ― 

７ 資金調達後の確認申請（規則 17

⑥⑦⑧） 

→必要書類 Ｐ10 

申請 ― 
確認書 

の交付 

８ 指定に係る事業実施の報告（事

業年度終了後１ヶ月以内、規則

16） 

→必要書類 Ｐ11 

報告 ― 
認定書 

の交付 

９ エンジェル税制適用の為に必

要な確定申告添付書類の発行 

→必要書類 Ｐ12 

発行 受領 ― 

10 確定申告 

→必要書類 Ｐ13 
― 確定申告 ― 

＊ 実施会社：国家戦略特区区域内において特定事業を実施する企業 
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申請から確定申告までの概要 

 エンジェル税制の適用に当たっては、対象企業及び投資をした個人それぞれが

一定の要件を満たしていることについて、対象企業が次に掲げる手続きを特区自

治体を通じ、申請窓口である内閣府に対して行う必要があります。 

 

①事業実施計画の提出（規則３） 

 国家戦略特区において、エンジェル税制の適用を受ける前提として、特定事業

を実施しようとする場合は、事業実施計画を内閣府に提出し、国家戦略特別区域

担当大臣の確認を受ける必要があります。 

※ 確認後、指定申請前に、当該事業に係る区域計画について区域会議におい

て作成し、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。 

 

②「指定会社」の申請（規則 15） 

 次に、国家戦略特区版エンジェル税制の適用を受けようとする会社は、投資を

受ける前に指定会社（規則 15⑦）としての指定を受ける必要があります。指定を

受けることで、国家戦略特区版エンジェル税制について指定会社であることを説

明でき、ＰＲ効果も期待されます。 

 指定会社の指定は、申請時点において国家戦略特区版エンジェル税制の対象企

業か否かを確認するものであり、その後個人と特定株式投資契約の締結又は締結

の目処がたったときには、改めて報告を行う必要があります。 

 

③特定株式投資契約の締結状況（※払込前）の報告（規則 17） 

 指定会社は、投資をする個人から金銭の払込みを受ける前に、特定株式投資契

約の締結状況について内閣府に報告を行い、当該特定株式投資契約がエンジェル

税制の対象となることについて認定を受ける必要があります。 

 ※ 指定会社は認定を受けた後、特定株式投資契約を締結した個人に対して認 

定書交付証明書を交付する必要があります。 

 

④資金調達後の確認申請（規則 17） 

 指定会社は、投資が行われた後、内閣府に対して確認申請を行う必要がありま

す。これにより申請が適正と確認されると内閣府から、指定会社へ確認書が交付

されます。また、指定会社は、事業年度終了後一か月以内に、国家戦略特別区域

担当大臣に対して、指定に係る事業実施の報告をし、認定を受ける必要がありま

す。報告後、指定会社は、資金調達後の確認書の他、特定株式投資契約に定めた、

確定申告に必要な書類を投資した個人へ交付し、個人はこれらをもって確定申告

を行い、税制上の優遇措置を受けることとなります。 
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  続いては、実施の申請手続きや、必要書類等を詳細に説明します。 

 

２． 国家戦略特区版エンジェル税制の税制優遇 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）個人が投資して株主となったとき、指定会社が同族会社（法人税法第２条十）に該当

することとなるときにおける当該株主及び投資する個人が租税特別措置法施行令26の28の

３①各号に該当する場合、エンジェル税制は適用されません。 

 

○根拠法令（法27の４） 

 優遇措置：租税特別措置法41の19、所得税法78（読替え）等 

 

＊ 上記優遇措置はエンジェル税制に係る経済産業省パンフレット等において

「優遇措置Ａ」とされているものです。国家戦略特区版エンジェル税制におい

て、いわゆる「優遇措置Ｂ」及び「売却時の優遇措置」の適用はありません。 

 

 

 

  

優遇措置  
 

（対象企業への投資額―2,000 円）をその年の総所得金額から控除 

 

※  控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40％と 800 万円のいずれか低い方  
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３．国家戦略特区版エンジェル税制の適用要件 

① 次の(1)、(2)いずれかに該当するベンチャー企業（※１）であることが必

要です（規則 13）。 

 

 ※１ 実施する事業が産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資

する等の一定の要件を満たす必要があります。 

 

 (1) 次の(Ⅰ)～(Ⅸ)に該当する事業を行う中小企業者（※２）であること。 

 

※２ 中小企業者の定義（中小企業基本法２①）は次の表のとおりです。 

業 種 資本金の額又は出資の総額 常時使用従業員数 

製造業・建設業・運輸業等 ３億円以下 300 名以下 

卸売業 １億円以下 100 名以下 

サービス業 5,000 万円以下 100 名以下 

小売業 5,000 万円以下 50 名以下 

 

○高度医療の提供に資する医療技術の研究開発等 

(Ⅰ) 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研

究開発又は製造に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の

整備又は運営に関する事業を含みます。） 

(Ⅱ) 高度な細胞の再生及び移植による再生医療（高度再生医療）の研究開

発又は高度再生医療を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研

究開発に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は

運営に関する事業を含みます。） 

(Ⅲ) 手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利

用に供するロボットの研究開発又は製造に関する事業（これらの事業

に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含みます。） 

(Ⅳ) 情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に

関する情報システム（電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人 

の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をい

う。）により作成又は保存される診療の記録に関するものを含みま

す。）の研究開発に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備

の整備又は運営に関する事業を含みます。） 

(Ⅴ) がん、循環器疾患、精神疾患、神経疾患、感染症、治療方法が確立し

ていない疾病その他の疾病であって国としてその対策に取り組む必要
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性が高いものに係る医薬品又は先端的な技術を用いて開発される国際

競争力の高い医薬品の研究開発又は製造に関する事業 

(Ⅵ) 治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって国としてその対

策に取り組む必要性が高いものに係る先端的な再生医療の研究に関す

る事業 

(Ⅶ) 人体への影響の少ない方法により診断又は治療を行う医療機器又は身

体機能を再生し、回復し、又は代替する医療機器の先端的な研究開発

に関する事業 

 

○農業の生産向上等に係る高度な技術の研究開発  

(Ⅷ) 付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは

輸出の促進を図るために必要な高度な技術の研究開発又は当該技術の

活用に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運

営に関する事業を含みます。） 

(Ⅸ) 革新的な情報サービスを活用した農業の生産性の向上に係る研究開発

に関する事業 

  

 

  (2) 創業及び雇用の促進に係る事業を行う小規模企業者（※３）のうち、一

定のものであること。 

   ※３ 小規模企業者の定義（中小企業基本法２⑤）は次の表のとおりです。 

業 種 常時使用従業員数 

商業又はサービス業 概ね５名以下 

上記以外 概ね 20 名以下 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

② ①の(1)、(2)ごとに左欄に記載する「設立の日以後の期間」の区分に従い、 

それぞれ右欄の「要件」のうち、○についてはすべて、◆についてはいずれか 

を満たすことが必要です（規則 14 ニ）。 

(1) ①の(1)に該当する中小企業者 

設立の日以後の期間 

要 件（※４） 

研
究
者
数
等
要
件
（ⅰ
） 

事
業
計
画
要
件
（ⅱ

） 

特
区
事
業
費
要
件
（ⅲ

） 

営
業
利
益
率
要
件
（ⅳ

） 
新
事
業
活
動
従
事
者
数
要
件
（ⅴ

） 

試
験
研
究
費
等
要
件
（ⅵ

） 

売
上
高
成
長
率
要
件
（ⅶ

） 

１年未満（設立事業年度未経過） ○ ○ ― ― ― ― ― 

１年未満（設立事業年度経過） ○ ― ○ ○ ― ― ― 

１年以上２年未満 ― ― ○ ○ ◆ ◆ ― 

２年以上５年未満 ― ― ○ ○ ― ◆ ◆ 

 

(2) ①の(2)に該当する小規模企業者 

設立の日以後の期間 

要 件（※４） 

研
究
者
数
等
要
件
（ⅰ

） 

設
立
時
従
業
員
数
要
件
（ⅷ

） 

事
業
計
画
要
件
（ⅱ

） 

特
区
事
業
費
要
件
（ⅲ

） 

営
業
利
益
率
要
件
（ⅳ

） 

従
業
員
数
増
加
要
件
（ⅸ

） 

新
事
業
活
動
従
事
者
数
要
件
（ⅴ

） 

試
験
研
究
費
等
要
件
（ⅵ

） 

売
上
高
成
長
率
要
件
（ⅶ

） 

１年未満（設立事業年度未経過） ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― 

１年未満（設立事業年度経過） ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― 

１年以上２年未満 ― ○ ― ○ ○ ○ ◆ ◆ ― 

２年以上３年未満 ― ○ ― ○ ○ ○ ― ◆ ◆ 
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  ※４ 各要件の定義は次の表のとおりです。 

要 件 定 義 

(ⅰ) 研究者数等要件 ・（研究者又は新事業活動従事者の数）≧２人、 

かつ 

・（研究者又は新事業活動従事者の数）／（常勤の役員及

び従業員の合計数）≧10％ 

であること 

(ⅱ) 事業計画要件 事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するこ

と 

(ⅲ) 特区事業費要件 （資金計画に記載された特区事業費の額）／（前事業年度

の営業費用の額）≧50％であること 

(ⅳ) 営業利益率要件 （前事業年度の営業利益の額）／（前事業年度の売上高）

≦２％であること 

(ⅴ) 新事業活動従事者

数要件 

・（新事業活動従事者の数）≧２人、 

かつ、 

・（新事業活動従事者の数）／（常勤の役員及び従業員の

合計数）≧10％ 

であること 

(ⅵ) 試験研究費等要件 （前事業年度の試験研究費等）／（前事業年度の収入金

額）＞３％であること 

(ⅶ) 売上高成長率要件 （前事業年度の売上高）／（前々事業年度の売上高）＞

125％であること等 

(ⅷ) 設立時従業員数要

件 

（設立時の従業員の数）≧５人（商業又はサービス業に属

する事業を主たる事業として営む会社にあっては１人）で

あること 

(ⅸ) 従業員数増加要件 ・（投資契約の締結日における従業員の数）≧（設立時の

従業員の数）、 

かつ、 

・（投資契約の締結日における従業員の数）≧（前事業年

度末における従業員の数）＋２人（商業又はサービス業に

属する事業を主たる事業として営む会社にあっては１人） 

であること 
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 ※５ 各用語の定義は次の表のとおりです。 

用 語 定 義 

研究者 特定の研究テーマを持って研究を行っており社内で研究を主とし

て行う方で試験研究等に含まれる支出がなされる方。 

新事業活動従事者 新規製品やサービスの企画・開発に従事する方や、新規製品やサ

ービスが市場において認知されるために必要となる広告宣伝や市

場調査の企画を行う方。 

試 

験

研

究

費

等 

試験研究費 新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために

特別に支出する費用。 

【具体例】 

研究者の人件費、試験・研究のための原材料費、試験研究に係る

調査費等経費、外部への試験研究の委託費 

その他の費用 新たな技術もしくは新たな経営組織の採用、技術の改良、市場の

開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用。 

【具体例】 

・技術の採用に係る費用（技術導入費、特許権の使用、マニュア

ル使用料等） 

・経営組織の採用に係る費用（販売提携や代理店採用に係る企画

担当者の人件費、会議費、調査費等） 

・技術の改良に係る経費（製品化に向けての研究者人件費や原材

料費、マニュアル作成のための費用等） 

・市場の開拓等に係る費用（新製品ＰＲのための広告宣伝費・市

場調査費・展示会開催費、ＰＲグッズの製作費や広報パンフレ

ットの作成費等） 

 

③ 上記①、②に加え、下記の要件を全て満たすこと等が必要（規則 14 条の

一、三～八）です。詳しくは、内閣府地方創生推進事務局にご確認くださ

い。  

 ・規則第 13 条規定の特定事業を行うことについて適切かつ確実な計画を有す

ること 

 ・既に事業実施計画について確認を受け、特定事業を実施しているものにあ

っては、当該特定事業を適正に実施していると認められること 

 ・特定の株主グループからの投資の合計が６分の５を超えないこと 

 ・未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でな

いこと 

 ・大規模法人及びその子会社等の所有に属さないこと 
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 ・特定株式投資契約を締結する会社であること 

 

４． 各手続きにおける必要書類 

 ①事業実施計画の提出（規則３③） 

  ○事業実施計画（別記様式第１の３） 

  ○登記事項証明書又はこれに準ずるもの 

  ○計画提出日の属する事業年度の、直前の事業年度に係る貸借対照表、損益

計算書及び事業報告書（設立後最初の事業年度を経過している場合に限

る。） 

  ○計画提出の日における株主名簿 

  ○常時雇用する従業員数を証する書類（雇用保険，労働保険，賃金台帳等） 

   （Ｐ５の「創業及び雇用の促進に係る事業を行う小規模企業者」の場合は 

雇用契約書又は労働条件通知書の写し） 

  ○別記様式第１の４による宣言書 

  ○事業計画書（設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。） 

  ○法人設立届出書の写し（設立後最初の事業年度を経過していない場合に限

る。） 

  ※以上に掲げるもののほか、参考となる書類を求められることがあります。 

 

 

 ②「指定会社」の申請（規則 15①） 

  ○指定申請書（別記様式第６） 

  ○登記事項証明書又はこれに準ずるもの 

  ○申請日の属する事業年度の、直前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算

書及び事業報告書（設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。） 

  ○申請日における株主名簿 

  ○常時雇用する従業員数を証する書類（雇用保険、労働保険、賃金台帳等） 

   （Ｐ５の「創業及び雇用の促進に係る事業を行う小規模企業者」の場合は 

雇用契約書又は労働条件通知書の写し） 

  ○別記様式第１の４による宣言書 

  ○確認事業実施計画の写し 

  ※以上に掲げるもののほか、参考となる書類を求められることがあります。 

 

 ③特定株式投資契約の締結状況（※払込前）の報告（規則17①） 

  ○報告書（別記様式第６の７） 

  ○登記事項証明書又はこれに準ずるもの 
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  ○特定株式投資契約を締結する日の属する事業年度の、直前の事業年度に係

る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書（設立後最初の事業年度を経過

している場合に限る。） 

  ○特定株式投資契約の日における株主名簿 

  ○常時雇用する従業員数を証する書類（雇用保険、労働保険、賃金台帳等） 

   （Ｐ５の「創業及び雇用の促進に係る事業を行う小規模企業者」の場合は 

雇用契約書又は労働条件通知書の写し） 

  ○別記様式第１の４による宣言書 

  ○確認事業実施計画の写し 

○事業計画書（設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。） 

  ○法人設立届出書の写し（設立後最初の事業年度を経過していない場合に限

る。） 

  ※以上に掲げるもののほか，参考となる書類を求められることがあります。 

 

 ④資金調達後の確認申請（規則 17⑥・⑦） 

  ○申請書（別記様式第６の11） 

  ○指定会社の指定書の写し 

  ○株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し 

  ○取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し 

  ○個人が取得した株式についての株式申込証の写し（発起設立時は除く。）

又はその総数の引き受けを行う契約を証する書面 

  ○払込みがあったことを証する書面（通帳の該当部分など） 

  ○特定株式投資契約を締結した契約書の写し 

  ※以上に掲げるもののほか、参考となる書類を求められることがあります。 

 

 ⑤指定に係る事業実施の報告（事業年度終了後１ヶ月以内，規則 16①） 

  ○特定事業に関する実施状況報告書（別記様式第６の４） 

 

 



- 11 - 
 

  



- 12 - 
 

５．指定会社が投資をする個人に発行する書類 

 特定株式投資契約締結状況の報告について認定書の交付を受けたときは、当該

契約を締結した個人に対し、認定書の交付を受けた旨を証する書面を交付してく

ださい。 

 

６．指定会社が投資をした個人に発行する書類 

交付書類 帳票 

国家戦略特別区域担当大臣印が押印され

た確認書 
別記様式第６の 12 

投資をした個人が一定の株主に該当しな

いことを確認した書類 
 

※株式異動状況明細書  

※個人が対象企業の株式を取得した場合、又は対象企業が個人から指定会社株式を譲渡

し、若しくは贈与したことの報告を受けた場合、株式異動状況明細書を作成し、個人

へ交付してください。 

 

 
 

 

７．指定会社が税務署に提出する書類 

個人が指定会社株式（エンジェル税制を利用していない投資による取得株式も

含む。）を譲渡又は贈与したことを知った場合は，その翌年１月31日までに所在

地の所轄税務署長に株式異動状況通知書を作成し提出してください。 
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８．個人が確定申告のために必要な書類 

投資をした個人は、エンジェル税制の適用を受けるために、次の書類を確定申

告書に添付して、個人の住所地の所轄税務署に提出することが必要です。 

 

必要書類 帳票 

国家戦略特別区域担当大臣の確認書 別記様式第６の 12 

一定の株主に該当しない旨の確認書  

特定株式投資契約書（※１）の写し  

株式異動状況明細書（※２）  

指定会社が発行した株式取得に要した金

額の控除の明細書 

（税務署にあります） 

指定会社が発行した株式の取得に要した

金額の寄付金控除額の計算明細書 

（税務署にあります） 

☆民法組合及び投資事業有限責任組合を通じた投資の場合は、上記に加えて以下の書

類が必要です。 

民法組合あるいは、投資事業有限責任組合の決算書 

投資をした個人の持ち分に応じた計算書（貸借対照表がついたもの） 

投資の明細（各銘柄の取得価額，組合としての取得株式数） 

※１ 特定株式投資契約書には、一定の事由を記載する必要があります。12ページの「そ

の他の注意事項」をご参照ください。 

※２ 個人が対象企業の株式を取得又は譲渡若しくは贈与した場合、対象企業に株式異動

状況明細書を作成、交付してもらってください。 
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９．その他注意事項 

◆対象企業への金銭の払込みによる投資（投資契約・組合契約の締結） 

 国家戦略特区版エンジェル税制の適用を受けるためには、実際に投資が行わ

れる際に、指定会社と個人との間で、特定事由等について記載した「特定株式

投資契約」を締結する必要があります。なお、民法組合及び投資事業有限責任

組合を経由した投資においても、同様の投資契約及び組合契約が必要です。 

 

◆税務署・内閣府への報告 

(1) 個人が指定会社株式（エンジェル税制を利用していない投資による取得株

式も含みます。）を譲渡又は贈与したことを知った場合は、その翌年１月31

日までに株式異動状況通知書を作成し、所在地の所轄税務署長に提出してく

ださい。 

(2) 次に掲げる事実があった場合には、この事実について遅滞なく内閣府へ報

告してください。 

(ｱ) 清算結了又は特別清算結了があった場合 

(ｲ) 破産開始決定の手続きに入った場合 

(ｳ) 株式上場又は店頭公開した場合 

(ｴ) 増資又は減資を行った場合 

(ｵ) 社名変更、所在地の異動その他重要な事実があった場合 
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10．エンジェル税制要件確認フローチャート 

 

 

 

  

4 ページの(Ⅰ)～(Ⅸ)に該当する事業を実施

する中小企業者である。 

創業及び雇用の促進に係る事業を行う

小規模企業者である。 

創業５年未満である。 創業３年未満である。 適用不可 適用不可 

設立からの期間ごとに、６

ページの表の要件 

を満たす。 

適用不可 

設立からの期間ごとに、

６ページの表の要件 

を満たす。 

適用不可 

適用不可 

外部（特定の株主グループ以外）からの投資を６分の１以上取り入れている会社である。 

 

適用不可 

大規模法人及びその子会社等の所有に属さない。 適用不可 

未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でない。 

 

適用不可 

ベンチャー企業の要件  

国家戦略特別区域担当大臣の指定を受けた指定会社である。 適用不可 

投資家の要件  

指定会社の株式を、金銭の払込みにより取得している。 適用不可

 
投資先企業が同族会社である場合、持株割合が大きいものから第３位までの株主グルー

プの持株割合を順に加算し、その割合が 50％以上になるときにおける株主グループに属し

ていない。 

適用不可 

エンジェル税制適用可能  

凡例 

はい  

いいえ  

特定株式投資契約締結状況報告について認定を受けている。 適用不可 
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11．要件確認で特に留意すべき事項 

◆同族要件について（個人投資家要件） 

減税対象となる個人の要件に、「対象企業が同族会社である場合には、所有

割合（持株割合又は議決権保有割合）が大きいものから第３位までの株主（及

びその親族やその関係会社）の所有割合を順に加算し、その割合がはじめて50%

超になる時における株主に属していないこと」というものがありますが、ここ

でいう「同族会社」とは親族等のみで経営しているような会社ではなく、「法

人税法に規定される同族会社※」をいいます。 

なお、法人税法上の同族会社であった場合、すべての投資がエンジェル税制

の対象とならないという訳ではありません。同族会社に該当するかどうか、該

当した場合に投資を行う個人株主が減税対象になるかどうかについての具体的

事例は、最寄りの税務署又は内閣府地方創生推進事務局までお問い合わせくだ

さい。 

※ 法人税法に規定される同族会社とは、その会社の３人以下の株主（及びその親族やそ

の関係会社）が当該企業の株式又は議決権を50%超保有している会社を指します。 

 

12．国家戦略特区版エンジェル税制相談窓口 

  内閣府地方創生推進事務局 特区税制担当 

 〒100-0014 東京都千代田区永田町 1-11-39  永田町合同庁舎６階 

 TEL  03-5510-2468 

 


